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心臓機能障害（1 級、3 級、4 級） 
 

 心臓は、生活活動強度の増加に応じて全身に必要な血液を送り出すという生命維持の基本的な機能を

有している。作業強度の増加に伴って心臓機能への負荷が高まるため、心臓機能障害者では作業時に倦

怠感、呼吸困難、手足のむくみ、悪心、嘔吐、あるいは、胸が締め付けられる感じや灼熱感、圧迫感が

続くという症状が起こりやすくなる。 

 

＜1 級＞ 

 1 級は本来は安静時にも心不全や狭心症発作を引き起こす可能性のある状態であるが、社会生活をお

くろうとする例は既に人工ペースメーカーや人工弁による治療がなされた状態であり、スポーツ活動も

含めて社会活動には全く支障がない。ただし、人工ペースメーカーは精密電気機械であり、その装着者

は高エネルギー電磁波を出す機械に接近することができない。体力的には必ずしも低いとは限らないも

のの、病歴上、体力の低下している者もおり、作業負荷や残業量は体力に応じて配慮し、過労にならな

いように注意する必要がある。 

 職場で行っている配慮として回答が多かったのは、事務職、技能工・生産工とも、レクリエーション、

ミーティング、懇親会、クラブ活動への参加によってコミュニケーションの円滑化を図ることであった。

また、それに続いて、重労働や時間外労働・夜勤を避けるなど作業の負担を軽減する配慮、事業所内で

の産業医・産業保健婦等の常駐、健康管理室、診察室等の設置、あるいは外部の専門医や主治医による

検診・治療への配慮といった健康管理への配慮も多く回答があった。教育・訓練は OJT と個別指導によ

り一般健常者と区別せず行われていることが多い。また、職員に障害者職業生活相談員資格認定講習を

受講させるなどして相談員を配置している事業所や、健康管理面を中心とした管理職や職員への教育啓

蒙、通勤への配慮（送迎車、自家用車、職住接近、時差通勤）を行っている事業所などもみられる。ま

た、配慮は 1件の回答であったが、前述のようにペースメーカー装着者にとって、強い磁場が発生する

所での業務は避ける必要がある。 

 

＜3 級、4級＞ 

 3、4級の心臓機能障害者の方がペースメーカーや人工弁装着者より活動量の制限が多い。3級では、

家庭内の極めて温和な日常生活活動には支障がないが、家庭内の通常の活動や極めて温和な社会生活に

支障が生じる。通勤の負担をなくし、極めて温和な座業に限れば就労の可能性もある。4 級は、家庭内

の通常の活動や極めて温和な社会生活には支障がないが、それ以上では著しい制限があるため座業程度

が限界である。事務職、技能工・生産工とも、配慮事項は 1級とほぼ同様であったが、家族との密接な

連絡、また、技能工・生産工においては、特に作業の負担の軽減についての配慮や、作業中に休憩を取

れる休憩室等を設ける、同僚が臨機応変に作業を補助するなど職場介助者を設けている、等々の例がみ

られる。 
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